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議会運営委員会記録 

令和５年１月５日  

（ 午後１時 58分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は６名であります。 

全員の出席ですので、これより議会運営委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可していますので、御了承願います。 

本日の案件は御案内のとおりです。 

１の付議事件等の協議に入る前に、議長から発言の申出があります。 

発言を許したいと思いますが、御異議ございませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、議長の発言を許します。 

勝浦議長。 

議長  ：千田良一君から一身上の都合により、令和４年 12 月 31 日をもって議員を辞職したい

旨の願い出がありましたので、地方自治法第 126 条の規定により、令和４年 12 月 28 日、

議員辞職を許可いたしましたので、御報告させていただきます。 

よろしくお願いします。 

委員長 ：１の付議事件等について事務局から説明させます。 

八重樫事務局長。 

事務局長：１の付議事件等について御説明いたします。 

（1）市長提案は３件です。 

内訳は、専決処分の報告が２件、補正予算が１件です。 

２ページに議案件名表を添付してございます。 

詳細につきましては、この後、総務部長から説明があります。 

（2）一関地区広域行政組合議会議員の選挙でありますが、先ほど議長から説明がござ

いましたが、千田良一氏が議員辞職したことによる一関地区広域行政組合議会議員に欠

員が生じたため、後任の選挙でございます。 

（3）陳情でございますが、昨日正午までに受理した陳情は１件です。 

件名、提出者は記載のとおりで、４ページから６ページに写しを添付してございます。 

陳情につきましては、議場配付のみとなります。 

なお、請願でありますが、昨日正午までに受理した案件はございませんでした。 

付議事件等につきましては以上です。 
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委員長 ：次に、市長提出議案について総務部長から説明願います。 

千葉総務部長。 

総務部長：よろしくお願いいたします。 

それでは２ページの令和５年市議会定例会第 101 回１月招集会議提出議案件名表を御

覧願います。 

市長提案は３件でございます。 

先ほど事務局長から説明があったとおりでございます。 

それでは、議案の概要を説明いたします。 

まず、報告第１号、新一関市立花泉小学校校舎・屋内運動場等建設（電気設備）工事

の請負契約の変更に関する専決処分の報告については、新一関市立花泉小学校校舎・屋

内運動場等建設（電気設備）工事について、電線ケーブルの敷設経路を見直したことに

より工事内容を変更したため、契約金額について市長専決条例の規定により変更契約の

締結を専決処分したので、報告するものであります。 

次に、報告第２号、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関する専決処分の報告につ

いては、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関し、損害を与えた相手方との和解及び

賠償すべき額について市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであり

ます。 

次に、議案第１号、令和４年度一関市一般会計補正予算（第 15 号）については、出産・

子育て応援事業費及び送迎用バス安全装置設置事業費補助金の追加並びに学校運営事業

費の増額など、所要の補正をしようとするものであります。 

主な事業の内容については、補正予算の概要により説明させていただきます。 

補正予算の概要の２ページを御覧願います。 

３款２項１目、児童福祉総務費の出産・子育て応援事業費については、妊娠時から出

産・子育てまでの一貫した伴走型相談支援及び経済的支援を一体として実施しようとす

るものであります。 

次の送迎用バス安全装置設置事業費補助金につきましては、私立の認定こども園に対

し、送迎用バスに置き去りを防止するための安全装置の設置に要する経費を補助しよう

とするものであります。 

次に、10 款２項１目、学校管理費の学校運営事業費及び４項１目、幼稚園費の幼稚園

運営事業費につきましては、それぞれ小学生が利用するスクールバス及び園児が利用す

る通園バスに置き去りを防止するための安全装置を設置しようとするものであります。 

説明は以上であります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ：これより質疑を行います。 

岡田委員。 

岡田委員：補正予算の出産・子育て応援事業費の関係ですけれども、伴走型相談支援と経済的支

援というように書いているのですが、具体的にもう少し詳しく説明をお願いしたいと思
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います。 

委員長 ：議場の中でのやり取りというか、説明があった後に御質疑なさってはいかがでござい

ますか。 

この案件は、通告いらないので。 

岡田委員。 

岡田委員：いや、その場で聞いてすぐ分かればいいのですけれども、もう少し詳しく説明しても

らえればいいかと思います。 

委員長 ：千葉総務部長、できる範囲でお願いします。 

総務部長：出産・子育て応援事業費の事業の内容については、伴走型相談支援の分は妊娠届を出

した段階、それから妊娠８か月の段階、それからあとは出産後、それぞれの段階におい

て相談支援等を行うということでの伴走型支援というのが一つでございます。 

これについての詳細は、ちょっと担当部のほうがということがあります。 

それで、今回の補正予算のほうは、経済的支援の部分で、妊娠届時に相談とかを受け

た場合が５万円、それから出生届出後に５万円の出産・子育て応援金をそれぞれ給付す

るというようなことで、国の第２次補正予算で措置された事業について、市としてはま

ず予算計上しないと事業にかかれないというようなことがありますので、この招集会議

で補正予算を要求したということです。 

詳細な事業内容については、その場で御質問いただいても大丈夫かと思いますが、私

からはこの程度でということで、あとは担当部のほうにはお話をしておきます。 

委員長 ：そのほかございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑を終わります。 

次に２の審議要領等について事務局から説明させます。 

八重樫事務局長。 

事務局長：２の審議要領等について御説明申し上げます。 

３ページの議事日程（案）を御覧いただきたいと思います。 

開会に続き、議長及び市長が挨拶を述べられまして、諸般の報告を行います。 

千田良一氏の議員辞職を許可した旨も併せて議長から報告をすることとなってござい

ます。 

議事に入りまして、日程第１、会議録署名議員の指名でありますが、８番、菅原行奈

議員、19番、佐藤浩議員を指名することとなってございます。 

次に、日程第２、会期の決定でありますが、令和５年一関市議会定例会の会期は、１
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月６日から 12月 28日までの 357 日間といたします。 

次に、日程第３、会議期間の決定でありますが、第 101 回１月招集会議の会議期間は

１月６日、１日間といたします。 

次に、日程第４、報告第１号を議題とし、報告を求めます。 

質疑を行い、採決は行いません。 

次に、日程第５、報告第２号を議案とし、報告を求めます。 

質疑を行い、採決は行いません。 

次に、日程第６、議案第１号を議題とし、提案理由及び補足説明を求め、質疑の後、

委員会付託を省略し、討論を行い、採決を行います。 

次に、日程第７、一関地区広域行政組合議会議員の選挙を議題とし、議長発議により

簡易採決を行う予定となってございます。 

以上が、議事日程の案であります。 

審議要領については以上であります。 

よろしく御協議をお願いいたします。 

委員長 ：質疑を行います。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で、質疑を終わります。 

審議要領等についてはただいまの説明のとおりとすることに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、ただいまの説明のとおり運営することといたします。 

千葉総務部長には、お忙しいところ御出席いただきありがとうございました。 

     （総務部長退席） 

委員長 ：次に、その他に入ります。 

委員の皆さんから何かございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で、その他を終わります。 

以上で、予定した案件の協議を終わりました。 

なお、本日の協議事項につきましては、各会派等へお持ち帰りの上、御報告をお願い

いたします。 

以上で、本日の委員会を終了いたします。 

ありがとうございました。 



5 

（ 午後２時 10分 終了 ） 


